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参考資料 

 

〇 三重県観光審議会の審議状況 

 
１ 委員名簿                     ※１２名 （敬称略／５０音順） 

氏 名 所 属 ・ 役 職 名 備 考 

石阪
いしざか

 督規
とくのり

 東京未来大学 モチベーション行動科学部 准教授 会長 

江崎
えざき

 貴久
きく

 
有限会社ＯＺ 代表取締役 

（エコツアー海島遊民くらぶ 代表） 
 

孔
こう

 怡
い

 
株式会社天怡 代表取締役 

（国土交通省観光庁「VISIT JAPAN大使」） 
 

沢登
さわのぼり

 次彦
つぐひこ

 
株式会社リクルート 

 じゃらんリサーチセンター センター長 
 

千種
ちくさ

 清美
きよみ

 
フリーライター、皇學館大学非常勤講師 

（地域誌「伊勢志摩」元編集長） 
 

中村
なかむら

 直美
なおみ

 
株式会社交通新聞社 広告事業部 部長 

（三重県「みえの国観光大使」） 
 

萩
はぎ

 美香
みか

 
株式会社ケイダッシュステージ 女優 

（三重県「みえの国観光大使」） 
 

濱田
はまだ

 典保
のりやす

 株式会社赤福 代表取締役社長  

ベルナール・デルマス 
日本ミシュランタイヤ株式会社 代表取締役社長 

（国土交通省観光庁「VISIT JAPAN大使」） 
 

本保
ほんぽ

 芳明
よしあき

 
首都大学東京 都市環境科学研究科 観光科学域 教授 

（元観光庁長官） 
 

森口
もりぐち

 明好
あきよし

 
公益社団法人三重県観光連盟 会長 

（三重交通株式会社 代表取締役社長） 
副会長 

山田
やまだ

 桂一郎
けいいちろう

 
スイスツェルマット観光局 ＪＴＩＣ．ＳＷＩＳＳ 代表 

（国土交通省観光庁「観光カリスマ」） 
 

 
２ 審議状況  ※ 県議会戦略企画雇用経済常任委員会説明資料より 

（１） 第５回審議会  平成２５年７月２３日 

審議事項 

① 三重県観光について 

② 伊勢神宮の状況について 

③ じゃらん宿泊旅行調査 2012 三重について 

概  要 

〇三重県観光振興基本計画の推進及び「三重県観光キャンペーン」の実施にあたり、「観光

消費額」「リピーター・周遊対策」「観光客満足度」「インバウンド」などについて、委員

から意見をいただいた。 

〇主なものは、以下のとおり。今後、キャンペーン等に生かしていく。 

・消費額は滞在時間と相関関係にあることから、滞在時間を伸ばすようなプログラムの

提供を行っていくべきである。 

・ストーリー性を大事にした奥行きのある観光を提案するべきである。 

・森を使ったエコツアーなど、インパクトがある。 

・みえ旅パスポートは、ファンクラブ化するべきである。 

・高齢者を対象にしたバリアフリー観光が必要である。交通手段の利便性も重要である。 

・（インバウンドについて）台湾は大事だと思うが、ヨーロッパを視野に入れるべきであ

る。 

・遷宮は、地域が一致団結するチャンスである。 
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<あ行>  

  
伊勢志摩学生団体 
誘致委員会 

 伊勢志摩地域への修学旅行誘致に取り組むため、関係市町、観光事業
者、観光関係団体等により組織された団体。 

  
(公社)伊勢志摩観光 
ｺﾝﾍﾞﾝｼｮﾝ機構 

 伊勢志摩地域の観光振興、コンベンション誘致、フィルムコミッショ
ン活動等、広域観光戦略を推進するため、同地域の市町、観光事業者、
観光関係団体等により組織された団体。 

  
伊勢地域 
観光交通対策協議会 

 伊勢神宮周辺の交通渋滞を緩和することを目的として、国、県、地元
市、地域の住民団体、交通事業者等により組織された団体。 

  
医療観光  居住国とは異なる国や地域を訪ねて医療サービス（診断や治療など）

を受けること。 

  

美
うま

し国おこし・三重  地域のさまざまな主体が、地域の特色ある自然や歴史・文化などを活
用して自発的に取り組む地域づくりを基本に、平成 21（2009）年から平
成 26（2014）年までの６年間にわたって、多彩な催しを展開することに
より、地域の魅力や価値を向上させ、発信するとともに、集客交流の拡
大を図り、自立・持続可能で元気な地域づくりへとつなげていく取組。 

  
ｴｺﾂｰﾘｽﾞﾑ  地域ぐるみで、自然観察や歴史・文化など、地域固有の魅力を観光旅

行者に伝えることにより、その価値や大切さが理解され、保全につなが
っていくことをめざしていくしくみのこと。 

  

おもてなし三重 
観光ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｶﾞｲﾄﾞ 
協議会 

 観光ボランティアガイド相互の連絡協調と発展を図り、おもてなしの
心で本県の観光振興に寄与することを目的として、県内のボランティア
ガイド団体により組織された団体。 

  

<か行>  

  
北伊勢広域観光 
推進協議会 

 北勢地域の広域観光による情報発信等を目的として、同地域の市町に
より組織された団体。 

  

ｸﾞﾘｰﾝ・ﾂｰﾘｽﾞﾑ  緑豊かな農山漁村地域において、その自然、文化、人々との交流を楽
しむ滞在型の余暇活動。 

  

ｺﾐｭﾆﾃｨﾋﾞｼﾞﾈｽ 
 

 住民が主体となり、地域が抱える課題をビジネスの手法により解決
し、またコミュニティの再生を通じて、その活動の利益を地域に還元す
る事業。 

  

<さ行>  

  

産業観光  歴史的・文化的価値のある工場やその遺構、機械器具、最先端の技術
を備えた工場等を対象とした観光で、学びや体験を伴うもの。 

  
式年遷宮  遷宮とは、神社の 正 殿

しょうでん

を造営・修理する際や、 正 殿
しょうでん

を新たに建て
た場合に、御神体を遷すこと。式年とは定められた年という意味で、伊
勢神宮では 20年に一度行われる。 

  
ｽｹｰﾙﾒﾘｯﾄ  規模を大きくすることにより得られる効果のこと。 
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鈴鹿 F1日本ｸﾞﾗﾝﾌﾟﾘ 
地域活性化協議会 

 鈴鹿Ｆ１日本グランプリの開催に伴い、周辺環境整備と受入体制の向
上等にかかる連絡調整など、観光資源を活用したおもてなし向上と地域
活性化を図ることを目的として、国、県、関係市町、企業等により組織
された団体。 

  

<た行>  

  
中部広域観光推進 
協議会 

 中部地方の広域観光の推進を目的として、中部９県と３政令市、観光
事業者、観光関係団体等により組織された団体。 

  

東海地区外国人観光 
客誘致促進協議会 

 「外国人観光旅客の来訪地域の多様化の促進による国際観光の振興に
関する法律」に基づく「東海地区外客来訪促進計画」を推進するため、
岐阜県、静岡県、愛知県、三重県及び関係市町村により組織された団
体。 

  

<な行>  

  
二次交通  鉄道駅や空港等の交通拠点と目的の観光地を結ぶアクセス交通。自動

車で移動しない観光旅行者にとっては、路線バスをはじめ、観光地まで
のシャトルバスや乗り合いタクシーの運行など、交通の便の整備が旅行
先を選ぶ重要な要素となっている。 

  

日本政府観光局 
（ＪＮＴＯ） 

 正式名称は、独立行政法人国際観光振興機構。海外における宣伝、外
国人観光旅行者に対する案内や来訪促進に必要な業務など、国際観光の
振興を図ることを目的とした法人。 

  

日本風景街道 
「伊勢熊野みち」 
推進協議会 

 熊野古道伊勢路を軸とする東紀州を中心とした地域において、街道を
生かしたまちづくり等に取り組むことを目的として、国、県、関係市
町、地域の住民団体等により組織された団体。 

  

ﾆｭｰﾂｰﾘｽﾞﾑ  テーマ性が強く、人や自然とのふれあいなど体験的要素を取り入れた
新たな旅行形態。地域の特性を生かすことが必要で、地域活性化につな
がる新しい旅行のしくみ全体とも言える。 

  
<は行>  

  
HACCP(ﾊｻｯﾌﾟ)  製造工程の各段階で発生する可能性のある危害を予測・分析し、衛生

管理上重要なポイント（加熱工程等）を定め、これを連続的に監視する
ことにより製品の安全を確保する衛生管理手法。 

  
東紀州地域振興公社  東紀州地域の観光振興、産業振興等を目的として、県と同地域の市町

により組織された団体。旧名は、東紀州観光まちづくり公社。 
  
ﾌｨﾙﾑｺﾐｯｼｮﾝ  映画、テレビ、ＣＭなどのロケーション撮影を誘致したり、実際のロ

ケをスムーズに進めるための機関。「ＦＣ」と略される。 

  

ﾌﾟﾚｽﾂｱｰ  メディア関係者を観光地等に招き、その魅力のＰＲ等を通じてメディ
アへの掲載、放映等につなげていくこと。 

  
ﾍﾙｽﾂｰﾘｽﾞﾑ  病気やけがの治療・療養のほか、美容・痩身、ストレス解消、体力増

強など健康増進を目的とした旅行。 
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<ま行>  

  

三重県営業本部  県産品等の認知度向上と販売促進等に取り組むために設置した、知事
を本部長とする組織。 

  

三重県外国人観光客 
誘致促進協議会 

 外国人観光旅行者を本県に誘致するため、県、関係市町、観光事業
者、観光関係団体等により組織された団体。 

  

三重県観光ｷｬﾝﾍﾟｰﾝ  平成２５年の神宮式年遷宮、平成２６年の熊野古道世界遺産登録１０
周年という三重県への誘客の好機を生かして、県民の皆さんや市町、事
業者等と一体となって、平成２５年４月から３年間に亘り展開するキャ
ンペーン。三重の観光の「予感（旅への期待感）」を醸成し、観光客の
方々の周遊性・滞在性を向上させ、魅力的な三重の旅を「体感（滞在中
の体験）」いただき満足度を高め、再び三重を訪れたいという「実感
（あとから湧き上がる感動）」につなげていくことを目的とする。 

 それにより、三重の魅力を深く理解していただく「三重県観光の共感
者（三重ファン、リピーター）」を増加させ、神宮式年遷宮後も多くの
観光客が継続的に訪れていただける魅力あふれた観光地の構築を目指す
もの。 

  

三重県観光ｷｬﾝﾍﾟｰﾝ 
地域部会 

 三重県観光キャンペーンの展開にあたり、各地域の新たな魅力の掘り
起こしや特色を生かした企画を実施していくため、県内５地域に設置す
る組織。各対象地域内に所在する行政機関、観光関係団体等をもって構
成する。 

  
みえ旅案内所  三重県観光キャンペーンにおいて、観光客の県内各地への周遊・滞在

の促進、並びにおもてなしの向上を図るため、県内各市町観光案内所、
道の駅や協力施設と連携して設置する、観光情報提供やみえ旅パスポー
ト発給・押印等を行う案内所。 

  
みえ旅おもてなし 
施設 

 三重県観光キャンペーンにおいて、みえ旅パスポートの提示により、
割引やプレゼント等の各種サービスを提供することで、観光客をもてな
す施設。観光施設、飲食施設、宿泊施設等様々な施設の協力により設
置。 

  

みえ旅パスポート  三重県観光キャンペーンの展開にあたり、観光客の周遊性・滞在性を
高めるためにみえ旅案内所で発給する、スタンプラリー機能、ステージ
アップ機能（ファーストステージからセカンドステージ、プレミアムス
テージへとステージアップ）、クーポン機能を併せ持つパスポート。 

  
三重テラス  「食」や「観光」、「歴史」、「文化」、「産業」など三重の魅力の情報発

信、三重ゆかりの店舗や企業等との連携など、さまざまな人々との交流
や感動との出会い、新しいアイデアの創出などにつながる営業活動を総
合的に進め、県内への観光誘客や県産品の販路拡大につなげていくため
の、三重県の首都圏営業拠点。「ショップ」「レストラン」「多目的ホー
ル」などの機能を備え、平成２５年９月２８日、東京日本橋にオープ
ン。 

  

三重の観光営業拠点 
運営協議会 

 旅行商品の流通促進、観光と物産の情報発信等、市場や消費者に向け
ての継続的な事業展開を通じて、観光旅行者の来訪機会や周遊性・滞在
性の向上、県内への一層の誘客や県内での消費拡大等を目的として、
県、市町、関係団体により組織された団体。 
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みえﾌｰﾄﾞｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ  農林水産資源を活用し、生産者や食品産業事業者、ものづくり企業等

の多様な業種や、大学、研究機関、市町、県などの産学官のさまざまな
主体の知恵や技術を結集し融合することで、地域が抱える課題を解決
し、新たな商品やサービスを革新的に生み出すしくみのこと。 

  

みえ地域ｺﾐｭﾆﾃｨ 
応援ﾌｧﾝﾄﾞ 

 県内各地域において、地域課題を解決するビジネスや地域の資源を活
用するビジネスを創出していくために必要な、初期段階の必要経費に対
して資金面から支援する制度。 

  

みえ農商工連携 
推進ﾌｧﾝﾄﾞ 

 農林漁業者と中小企業者の連携を強化し、お互いの経営資源を活用し
た取組を支援するため、農商工等連携体による新商品・新サービスの開
発や販路開拓、大学・公設試験研究機関等と連携した研究開発に対して
資金面から支援する制度。 

  

ﾐｯｼｮﾝ  県、市町、観光事業者、観光関係団体等が連携して、海外への訪問団
を結成し、現地の政府関係者、旅行会社、航空会社等に対して、直接、
本県の観光ＰＲを行い、誘客につなげていく活動。 

  

宮川流域ｴｺﾐｭｰｼﾞｱﾑ  宮川流域全体を博物館と捉え、地域の環境をそれらが本来ある場所で
保全するとともに、住民自らが魅力的な地域づくりを行うことで、地域
経済の活性化や地域振興を図るもの。 

  

ﾒﾃﾞｨｱﾐｯｸｽ  メディアとは、媒体、手段。特に、新聞、雑誌、テレビ、ラジオ等の
媒体をいう。メディアミックスとは、広告の目的・対象によって広告の
手段を選択し、複数の媒体を連動させて効果を引き出す広告手法をい
う。 

  

<や行>  

  
吉野・高野

こうや

 
・熊野の国 

 三重、奈良、和歌山の３県が世界遺産「紀伊山地の霊場と参詣道」を
中心とした紀伊地域の観光振興と地域活性化を図るため、世界遺産等を
活用した事業に共同で取り組む広域連携のシンボルとして建国。 
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平成23年10月20日 

三重県条例第34号 

目次 

 前文 

第１章 総則（第１条－第３条） 

第２章 観光の振興に関する役割等（第４条－第８条） 

第３章 観光の振興に関する基本的施策 

第１節 国内外に対する観光宣伝活動の強化（第９条－第12条） 

  第２節 魅力ある観光地の形成及び人材の育成（第13条－第16条） 

第３節 観光旅行を促進するための環境の整備（第17条－第20条） 

第４章 観光の振興に関する施策の推進（第21条－第24条） 

第５章 三重県観光審議会（第25条－第31条） 

 附則 

 

古くからお伊勢参りは「日本人の旅の原点」ともいわれ、全国各地の人々が強く思いを

寄せる憧れの旅として、多くの人々を惹
ひ

き付けてきた。私たちの郷土三重県は、そのよう

な旅人たちを温かく迎え、もてなしの心を今に伝えてきた地である。また、伊勢国
いせのくに

、

志摩国
しまのくに

、伊賀国
いがのくに

及び熊野川以東の紀伊国
きいのくに

と呼ばれた地域で構成される本県では、縦横に発

達した街道交通の要衝の地として県内各地が賑
にぎ

わい、人、情報、文化等の交流の場が形成

されてきた。 

観光振興の取組は、その地に住む人々が先人から受け継いだ自然、歴史、文化等を大切

に守りながら、自らの地域の個性を磨き上げ、かつ、地域の存在価値を確立させる過程を

通じ、郷土に対する誇りを持ち、愛着を感じることのできる社会の実現に貢献するもので

ある。また、観光産業は多様な分野における特色ある事業活動によって構成されることか

ら、地域経済の活性化、地域における雇用の創出等本県経済のあらゆる領域において、そ

の発展に寄与することが期待されている。 

しかしながら、近年の観光をめぐる情勢は、観光旅行者の需要の高度化、観光旅行の形

態の多様化等著しく変化するとともに、全国各地の観光地間競争は激しさを増している。

県内の観光地が訪れる人々を魅了し、かつ、これからも選ばれるためには、観光の振興に

関する取組と県民生活の向上に寄与する取組が一体的に促進されるとともに、観光産業を

本県の経済を牽引する産業の一つとして、その持続的かつ健全な発展に取り組んでいくこ

とが必要である。 

このような考え方に立って、県、市町、県民、観光事業者及び観光関係団体が協働して、

観光産業を地域に密着した産業として大きく育て、本県の観光の振興に取り組むことによ

り、個性豊かで活力に満ちた地域社会の実現を図るため、この条例を制定する。 

参考資料 

〇 みえの観光振興に関する条例 
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第１章 総則 

（目的） 

第１条 この条例は、本県の観光の振興に関し、基本理念を定め、及び県の責務、市町の

役割等を明らかにするとともに、観光の振興に関する施策の基本となる事項を定めるこ

とにより、観光の振興に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、もって県民生活の向

上及び本県の経済の発展に寄与することを目的とする。 

（定義） 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところに

よる。 

（１）観光資源 優れた自然の風景地、歴史的風土、文化的所産、豊かな食文化、多様

な分野における産業、観光の振興に寄与する専門的知識及び技能を有する人材その

他の観光の対象となる資源をいう。 

（２）観光事業者 観光に関する事業を営む者をいう。 

（３）観光関係団体 観光事業者で組織される団体その他の観光に関する事業を行う団

体をいう。 

（４）県民等 県民、観光事業者及び観光関係団体をいう。 

（５）観光行動 県内の観光地を訪れる観光旅行を行うことをいう。 

（６）誘客活動 観光旅行者の来訪意欲の増進を図り、県内の観光地に誘致することを

いう。 

（基本理念） 

第３条 本県の観光の振興は、次に掲げる事項を基本として行われなければならない。 

（１）観光産業の持続的かつ健全な発展が図られること。 

（２）県、市町及び県民等がそれぞれの役割を担いつつ連携が確保されること。 

（３）本県の観光資源が有する魅力を生かして県内外からの観光旅行が促進されること。 

（４）観光旅行者の満足度の向上が図られること。 

（５）本県の観光資源が有効に活用され、かつ、次の世代に継承が図られること。 

（６）地域の環境の保全と観光旅行を促進するための環境の整備との調和が図られるこ

と。 
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第２章 観光の振興に関する役割等 

（県の責務） 

第４条 県は、前条に定める基本理念（以下「基本理念」という。）にのっとり、県域全体

に係る観光の振興に関する施策を総合的かつ計画的に策定し、及び実施する責務を有す

る。 

２ 県は、市町及び県民等が相互に連携して観光の振興に関する取組を行うことができる

よう必要な調整及び支援を行うものとする。 

（市町の役割） 

第５条 市町は、基本理念にのっとり、当該市町の区域の特性を生かした観光の振興に関

する施策を策定し、及び実施するよう努めるものとする。 

（県民の役割） 

第６条 県民は、基本理念にのっとり、観光に対する関心及び理解を深め、魅力ある観光

地の形成に積極的な役割を果たすよう努めるものとする。 

（観光事業者の役割） 

第７条 観光事業者は、基本理念にのっとり、その事業活動を行うに当たっては、観光旅

行者の満足度の向上に努めるものとする。 

２ 観光事業者は、県、市町、観光関係団体及び地域における他の産業の事業者との連携

協力に努めるものとする。 

（観光関係団体の役割） 

第８条 観光関係団体は、基本理念にのっとり、観光事業者間の連携の促進を図りつつ、

観光宣伝活動の実施、観光旅行者の受入体制の整備その他の観光の振興に関する取組に

努めるものとする。 

２ 観光関係団体は、前項の取組を行うに当たっては、県、市町その他の団体との連携協

力に努めるものとする。 

 

第３章 観光の振興に関する基本的施策 

第１節 国内外に対する観光宣伝活動の強化 

（本県及び県内の観光地の情報提供の充実強化） 

第９条 県は、本県及び県内の観光地の情報提供の充実強化を図るため、印刷物、情報通

信技術その他の媒体を活用し、観光宣伝活動の促進等に必要な施策を講ずるよう努めな

ければならない。 

（観光旅行者の来訪及び滞在の促進） 

第10条 県は、国内の観光旅行者の来訪及び滞在の促進を図るため、観光旅行者の需要の

高度化に対応した旅行商品の開発その他の誘客活動の実施等に必要な施策を講ずるよう

努めなければならない。 
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（外国人観光旅客の来訪の促進） 

第11条 県は、外国人観光旅客の来訪の促進を図るため、本県の観光資源を活用した海外

における誘客活動の実施、外国人観光旅客の受入体制の整備等に必要な施策を講ずるよ

う努めなければならない。 

（広域的な課題への対応） 

第12条 県は、県の区域又は市町の区域を越えた広域的な課題への対応を図るため、観光

地間の連携及び交流の促進等に必要な施策を講ずるよう努めなければならない。 

第２節 魅力ある観光地の形成及び人材の育成 

（地域の特性を生かした魅力ある観光地の形成） 

第13条 県は、地域の特性を生かした魅力ある観光地の形成を図るため、観光資源の発掘

若しくは創出又は活用等に必要な施策を講ずるよう努めなければならない。 

（観光の振興に寄与する人材の育成） 

第14条 県は、観光の振興に寄与する人材の育成を図るため、観光事業に従事する者及び

観光の振興に意欲を有する者の知識及び能力の向上等に必要な施策を講ずるよう努めな

ければならない。 

（新たな観光旅行の分野の開拓） 

第15条 県は、新たな観光旅行の分野の開拓を図るため、自然体験活動、農林漁業に関す

る体験活動等を目的とする観光旅行その他の多様な観光旅行の形態の普及等に必要な施

策を講ずるよう努めなければならない。 

（県民の観光行動の促進） 

第16条 県は、県民の観光行動の促進を図るため、本県の観光資源に関する知識の普及、

理解の増進その他の郷土に対する誇りと愛着の醸成等に必要な施策を講ずるよう努めな

ければならない。 

第３節 観光旅行を促進するための環境の整備 

（観光地における良好な景観の形成） 

第17条 県は、観光地における良好な景観の形成を図るため、市町が行う景観づくりの取

組に対する支援等に必要な施策を講ずるよう努めなければならない。 

（観光旅行者の利便の増進） 

第18条 県は、観光旅行者の利便の増進を図るため、高齢者、障がい者、外国人等を始め

とする全ての観光旅行者が安全かつ快適に利用できる旅行関連施設及び公共施設の整備

の促進並びにこれらの利便性の向上等に必要な施策を講ずるよう努めなければならない。 

（観光旅行の安全の確保） 

第19条 県は、観光旅行の安全の確保を図るため、観光地における防災対策、観光旅行に

おける事故の発生の防止、観光地における事故、災害等の発生の状況に関する情報の提

供等に必要な施策を講ずるよう努めなければならない。 

- 96 -



 

 

（交通基盤の構築） 

第20条 県は、観光の振興に資する交通基盤の構築を図るため、交通施設の整備の促進、

観光旅行者の移動の円滑化等に必要な施策を講ずるよう努めなければならない。 

 

第４章 観光の振興に関する施策の推進 

（基本計画） 

第21条 知事は、観光の振興に関する施策を総合的かつ計画的に推進するため、観光の振

興に関する基本的な計画（以下「基本計画」という。）を定めるものとする。 

２ 基本計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。 

（１）観光の振興に関する基本的な方針 

（２）観光の振興に関する主要な目標 

（３）観光の振興に関し、県が総合的かつ計画的に講ずべき施策 

（４）前３号に掲げるもののほか、観光の振興に関する施策を総合的かつ計画的に推進

するために必要な事項 

３ 知事は、基本計画を定めようとするときは、あらかじめ第25条の三重県観光審議会に

意見を求めるとともに、広く県民等から意見を聴き、議会の議決を経なければならない。 

４ 知事は、基本計画を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。 

５ 知事は、毎年１回、基本計画に基づく施策の実施状況について公表しなければならな

い。 

６ 第３項及び第４項の規定は、基本計画の基本的な方針及び主要な目標の変更について

準用する。 

（観光に関する統計の整備等） 

第22条 県は、市町、観光事業者及び観光関係団体と連携して、観光に関する情報の収集、

動向の調査及び分析等を行い、並びに観光に関する統計の整備を図るとともに、それら

の成果を公表するものとする。 

（推進体制の整備） 

第23条 県は、市町及び県民等と円滑な連携及び協働を図り、観光の振興に関する施策を

推進するために必要な体制を整備するものとする。 

（財政上の措置） 

第24条 県は、観光の振興に関する施策を実施するため、必要な財政上の措置を講ずるよ

う努めるものとする。 
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第５章 三重県観光審議会 

（設置） 

第25条 本県の観光の振興に関する重要な事項について、知事の諮問に応じ調査審議する

ため、知事の附属機関として、三重県観光審議会（以下「審議会」という。）を設置する。 

（組織） 

第26条 審議会は、委員２０人以内で組織する。 

２ 前項の場合において、男女いずれかの委員の割合は１０分の４を下回らないものとす

る。ただし、知事がやむを得ない事情があると認めた場合は、この限りでない。 

（委員） 

第27条 委員は、学識経験を有する者その他知事が適当と認める者のうちから、知事が任

命する。 

２ 委員の任期は、２年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

３ 委員は、再任されることができる。 

（会長及び副会長） 

第28条 審議会に会長及び副会長各１人を置く。 

２ 会長及び副会長は、委員の互選により定める。 

３ 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。 

４ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代理し、会長が欠けた

ときはその職務を行う。 

（会議） 

第29条 審議会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。 

２ 審議会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。 

３ 審議会の会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決する

ところによる。 

（庶務） 

第30条 審議会の庶務は、雇用経済部において処理する。 

（委任） 

第31条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会

に諮って定める。 

 

附 則 

１ この条例は、公布の日から施行する。 

２ 三重県観光事業推進審議会設置条例（昭和 34年三重県条例第 25号）は、廃止する。 
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